附則様式第１号の２（附則第２条第７項関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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喫煙可能室設置施設　変更届出書
令和　　年　　 月　　　日
長　崎　市　長　殿
届出者　　　　　　　　　　　　　
健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第２条第７項の規定により下記のとおり届け出ます。
記

	１喫煙可能室設置施設
	（ふりがな）
①名称
	

	
	
	

	
	②－１所在地
	〒　　　－

（電話　　　―　　　―　　　　）

	
	②－２車両番号等
	

	
	③営業許可番号
	第　　　　号

	
	④営業許可日
	年　　　 月　　　　日

	２管理権原者
	（ふりがな）

①氏名（法人にあっては、その名称）
	

	
	
	

	
	（ふりがな）

②法人にあっては、その代表者の氏名
	

	
	
	

	
	③住所（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）
	〒　　　－

（電話　　　―　　　―　　　　）

	３変更内容
	①変更前
	

	
	②変更後
	

	
	③変更日
	年　　　 月　　　　日

	４備考
	
	


（注意）

１　※印欄には、記載をしないこと。

２　１欄及び２欄は、変更届出までの事項を記載すること。
３　１欄②は、②－１又は②－２のいずれかに記載すること。
４　２欄については、管理権原者が法人の場合には①②及び③欄に記載すること。それ以外の場合は①及び③欄に記載すること。
５　４欄には、変更届出に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。その他伝達事項があれば併せて記載すること。
[image: image2.emf]店舗の 名称 及び 所在地、鉄道に店舗が所在 する場合は車両番号 その他識別 するための 文字 ・番号・記号その他 の 符号 等 、施設 管理権原者の氏名 及び 住所 （法人 に あっては管理権原者の名称、主たる 事務所の所在地及び代 表者の氏名）  

（ 裏面 ）     １   その他留意点     飲食店では「既存特定飲食提供施設」の要件に係る次の書類を備え、保存してください。             ２   届出の内容に変更が生じた場合   （１）届出事項に変更が生じた場合（変更）     「喫煙可能室設置施設変更届出書」を一部と変更の事実を証することができる書類を一部、長崎市役所   健康づくり課へ 直接持参 、電子メール、 郵送（※） のいずれかの方法にて届出 してください。 希望者には、届出書を長崎市健康づくり課に て受領し、控え（受領押印した写し）を返却します。     【届出の内容】             （２）「喫煙可能室」を廃止した場合（廃止）     「喫煙可能室設置施設廃止届出書」を一部、長崎市役所   健康づくり課へ 直接持参、電子メール、郵送（※）のいずれか の方法にて届出してくだ さい。 希望者には、 届出書 を 長崎市健康づくり課にて受領し、控え（受領押印した写し）を返却しま す。     【廃止届出が必要となる場合（例）】                                     （※）郵送により 届出 される場合、 控えの交付（受領押印した写し）を希望の 際 は、返信用封筒（返信住所を記載した定型封 筒に切 手 を貼付）を同封してください。                

① 客席 部分の床面積 に係る 資料（ 客 席面積がわかる 店舗図面 等）   ② 会社が経営している場合には、資本金の額又は出資の総額に 係る 資料   （ 資本金額や出資 総額が記載された 登記 、貸 借対 照 表 、決算書、企業パンフレット等）  

○「既存 特定飲食提供施設」 の要件を満たさなくなった 場合（ 店舗の廃止 含 ）   ○ 事業の継続性が なくなった場合   （例えば 、居酒屋が キャバレー に なった場合等 、 「設備を 設けて飲食 を提供する 施設」 であるものの、風営法 上の 許可を 新たに 取得又は 廃止した場合 ）   ○経営者 の 同一性 が なくなった場合   （例えば 、個人事業主 が経営 する 店舗で 、相続人等 以外の 者が承継 した場合や、法人 が 経営 する 店舗で 、 別法人 に 事業 譲 譲渡 した場合）   ○店舗の 同一性が なくなった場合   （例えば 、 店舗の 新築、移築、移転や、 客室 部分の改築（ 建築物 の 一部 に つき、当該 部分の 主要 構造 部 （ 壁 ・柱・ 床 ・はり・ 屋根 ・階段） の全てを 除却し 、造り直すこと ） 、大規模修繕・模様替え （ 建築物 の 主要 構造部の １つ につき、 その過半を工事すること）といったいわゆる大規模 改装を 行った 場合）  

受付 窓口     〒 850 - 8685   長崎市 魚の町 4 番 1 号   長崎市健康づくり課      電話： 095 - 829 - 1154             メールアドレス： kenkodukuri@city.nagasaki.lg.jp   ※ 届出は、 窓口への 持参 、電子メール、 郵送 の いずれかの方法で 受付 と なります。   ※ 届出書の 様式は 、 長崎市 ホームページ（ 喫煙時のマナー   検索 ） からダウンロード 、 または 窓口 で 配布 しま す。   ※ 不明な 点は、健康づくり課 までお問い合わせください。  
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① 客席 部分の床面積 に係る 資料（ 客 席面積がわかる 店舗図面 等）   ② 会社が経営している場合には、資本金の額又は出資の総額に 係る 資料   （ 資本金額や出資 総額が記載された 登記 、貸 借対 照 表 、決算書、企業パンフレット等）  

○「既存 特定飲食提供施設」 の要件を満たさなくなった 場合（ 店舗の廃止 含 ）   ○ 事業の継続性が なくなった場合   （例えば 、居酒屋が キャバレー に なった場合等 、 「設備を 設けて飲食 を提供する 施設」 であるものの、風営法 上の 許可を 新たに 取得又は 廃止した場合 ）   ○経営者 の 同一性 が なくなった場合   （例えば 、個人事業主 が経営 する 店舗で 、相続人等 以外の 者が承継 した場合や、法人 が 経営 する 店舗で 、 別法人 に 事業 譲 譲渡 した場合）   ○店舗の 同一性が なくなった場合   （例えば 、 店舗の 新築、移築、移転や、 客室 部分の改築（ 建築物 の 一部 に つき、当該 部分の 主要 構造 部 （ 壁 ・柱・ 床 ・はり・ 屋根 ・階段） の全てを 除却し 、造り直すこと ） 、大規模修繕・模様替え （ 建築物 の 主要 構造部の １つ につき、 その過半を工事すること）といったいわゆる大規模 改装を 行った 場合）  

受付 窓口     〒 850 - 8685   長崎市 魚の町 4 番 1 号   長崎市健康づくり課      電話： 095 - 829 - 1154             メールアドレス： kenkodukuri@city.nagasaki.lg.jp   ※ 届出は、 窓口への 持参 、電子メール、 郵送 の いずれかの方法で 受付 と なります。   ※ 届出書の 様式は 、 長崎市 ホームページ（ 喫煙時のマナー   検索 ） からダウンロード 、 または 窓口 で 配布 しま す。   ※ 不明な 点は、健康づくり課 までお問い合わせください。  


